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１ 委託業務名 

宇部市地域学童保育事業運営業務委託 

 

２ 委託期間及び準備期間 

（１） 委託期間 

令和６年４月１日から令和７年３月３１日まで 

なお、市が適正な運営を行っていると判断した場合、１年ごとに契約を更新することが

できる。 

（２） 準備期間 

受託候補者の決定後から令和６年３月３１日までの期間は準備期間とし、引継業務及び

放課後児童支援員の確保など事業実施に向けた一切の準備を行うこと。また、当該準備期

間に関する費用は、受託候補者の負担とする。 

 

３ 実施場所 

   市が指定する学童保育室 

 

４ 対象児童 

保護者が就労等で昼間家庭にいない小学校の児童（全学年） 

 

５ 開所日及び開所時間 

（１） 開所日 

事業を行う日（開所日）は、原則として月曜日から土曜日までとし、各事業年度につ 

き原則２８１日以上とする。春休み、夏休み及び冬休み（以下「長期休業」という。）

の月曜日から土曜日についても、開所する。 

事業を行わない日は以下のとおり 

・日曜日 

・国民の祝日に関する法律に規定する休日 

・１２月２９日から翌月３日まで 

（２） 開所時間 

小学校の授業の日は１日につき３時間、小学校の授業の休業日は１日につき８時間以

上とする。 

 

通常 
月曜日から金曜日 下校時から午後６時まで 

土曜日 午前８時から午後６時まで 

長期休業 月曜日から土曜日 午前８時から午後６時まで 

ただし、恒常的に基本開所時間を午後６時以降または、午前８時以前に延長すること

ができる。 

 

６ 委託業務の内容 

（１） 児童の健全な保育に関する業務 

① 健康の管理や安全の確保、情緒の安定に関すること。 

・保護者や学校と連携を取りながら、児童の健康管理に配慮すること。 

・受託者は、学童保育室や屋外の遊び場などにおける利用児童の安全の確保に努め、 

遊びにおいてできる限り事故のないよう配慮すること。 

・交通安全指導に努めること。 
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② 生活、遊び等の指導 

・遊びの活動への意欲と態度の形成に関すること。 

・遊びを通しての自主性や社会性、創造性の向上に関すること。 

・遊びの活動の状況の把握とその状況の家庭への連絡に関すること。 

・家庭や地域における遊びの環境づくりへの支援に関すること。 

・基本的な生活習慣、学習習慣および読書週間の確立に関すること。 

・その他健全な育成上必要な支援に関すること。 

③ 虐待の防止 

・受託者は、児童の人権の擁護・虐待の防止等のため、虐待防止に関する責任者を 

 配置し、職員に対する虐待の防止を啓発・普及するための研修の実施に努めること。 

 

（２） 事業の運営及び施設管理に関する業務 

① 学校等関係機関との連携 

・小学校とは、学校における様子や健康状態等の情報の交換を積極的に行うこと。 

・地域のコミュニティ団体及び放課後子ども教室（教育委員会所管）等との連携も取

り入れること。 

② 業務日誌や児童名簿の作成 

・児童名簿を作成し、適切に管理すること。日々の出欠席状況について把握し、記録 

すること。 

     ・業務日誌を作成し、日々の業務の内容を記録し、放課後児童支援員等の間で円滑に 

     引き継ぎを行うこと。 

③ 入退所の受付と決定通知  

・入所を希望する対象児童の保護者から入所申込書の提出があれば、事業者はこれを 

受け付け、保護者の就労状況等を審査し、利用児童の入所の決定や却下をその保護者

に通知すること。 

また、保護者から退所の意向が伝えられた場合、保護者に退所届を提出させること。 

④ 事業の周知 

     ・新１年生に対して、教育委員会が行う就学時健康診断等での文書配布などにより、 

入所の要件や申込時期などの周知を図ること。 

⑤ 保護者の負担金の徴収 

・利用児童の保護者の負担金には、事業利用に対する利用料、共済見舞金掛金、おや 

つ購入費、その他の負担金があり、受託者が定めた日、定めた方法により徴収し、適 

切に収納管理を行うこと。 

⑥ 施設・備品の管理 

・学童保育室の清掃や環境整備を行い、適切な保育環境の維持に努めること。 

・日常的に施設や備品の点検を実施し、安全対策に努めること。 

・日常の消耗品や備品の購入。委託期間に委託料で購入した物品等は市に帰属する。 

・学童保育室の使用に伴う賃借料、光熱水費については、原則、市が負担するものと 

する。 

 

（３） 保護者対応 

・迎え時の機会を活用し、児童の生活態度等について保護者との情報交換を行うこと。 

・連絡帳等を活用し、保護者に必要な連絡等行うこと。 

・保護者等からの苦情等に迅速かつ適切に対応するため、受付窓口の決定、解決のた 

めの手続きを明確化し、周知に努めること。 
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７ 運営規程 

宇部市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２６年条

例３２号）第１４条に基づき、運営規程を定めること。 

 

８ 放課後児童支援員の配置 

（１）放課後児童支援員の配置基準 

受託者は、原則として下記のとおり放課後児童支援員を常時配置すること。 

ただし、下記アにあってはその１人を除き、下記イにあってはその２人を除いて補助 

員をもってこれに代えることができる。 

ア 利用児童が３５人以下     ２人以上 

イ 利用児童が３６人以上     ３人以上 

放課後児童支援員は、宇部市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を

定める条例第１０条第３項に規定する者をいう。 

（２）放課後児童支援員等の賃金と有給休暇 

原則として別表３の金額を基準に賃金を決定する。また、常勤の放課後児童支援員等

に勤務日数に応じた有給休暇を付与すること。 

（３）各種保険への加入 

法令で定められている各種保険に加入すること。 

（４）放課後児童支援員等の研修 

放課後児童支援員等に対する利用児童の安全管理や生活指導、遊びの指導などに関す

る知識と技術の習得のための計画的な研修に配慮し、放課後児童支援員等の資質の向上

に努めること。 

（５）放課後児童支援員等の継続雇用について 

市が指定する学童保育クラブに勤務しているもので、継続して雇用を希望する者に対

しては、最大限配慮し、雇用に努めること。受託者は勤務条件等を説明の上、勤務条件

が現在を下回ることとならないよう配慮すること。 

（６）健康診断 

放課後児童支援員等に年１回健康診断を受診させ、その結果を記録すること。 

 

９ 保険等の加入 

  （１）児童クラブ共済 

利用児童が事業活動中に負傷した場合の見舞金の給付とその負傷により賠償責任を負

った場合の賠償金の給付を目的とした総合共済制度であり、全ての利用児童はこの制度

に加入することとする。 

受託者は共済見舞金掛金を保護者から徴収し、共済賠償責任賠償金掛金については、

市が支払う委託料の中から支払う。 

（２）児童クラブ支援員福祉共済 

放課後児童支援員等のための傷害共済制度。この制度の加入は受託者の任意とする。 

 

１０ 実施計画書および状況報告の提出 

  （１）実施計画書の提出  

次の事業年度に係る地域学童保育事業実施計画書を作成し、市の定める期日までに提

出すること。 
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  （２）月報の提出 

     毎月１５日までに前月の利用児童の状況を提出すること。 

（３）活動報告の提出 

１学期・夏休み・２学期・冬休み・３学期・春休み終了後活動状況報告書を提出する

こと。 

 

１１ 委託料の支払等 

  （１）委託料の支払 

市は、地域学童保育事業実施計画書をもとに、仕様書別表４－１～１７により算出し

た委託料を年２回（４月及び１月）概算払いする。 

  （２）委託料の精算 

受託者は事業年度が終了した後、４月１０日までに、地域学童保育事業完了報告書を

提出し、市は地域学童保育事業完了報告書をもとに委託料の額を確定し、精算を行う。

確定した額が、概算払いにより支払った金額より少ない場合はその差額を市に返還する

こと。 

 

１２ 関係法令の遵守 

    学童保育クラブの運営にあたっては、次に挙げる関係法令等を遵守し、業務を遂行する

こと。 

（１） 児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号） 

（２） 宇部市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２６

年条例第３２号） 

（３） 子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号） 

（４） 放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準（平成２６年厚生労働省令第６

３号） 

（５） 放課後児童クラブ運営指針（平成２７年厚生労働省発出） 

（６） 個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号） 

（７） 宇部市暴力団排除条例（平成２３年条例第１９号） 

（８） その他関係法令 

 

１３ 個人情報保護 

業務上取り扱う個人情報について、漏えい、紛失、毀損の防止その他個人情報の適正な

管理を行い、個人情報を保護するために必要な措置を講ずること。 

 

１４ 平等に取り扱う原則 

児童の国籍、信条又は社会的身分によって、差別的扱いをしないこと。 

  

１５ 緊急時の体制について 

学童保育クラブ開所時間中に市から緊急に連絡する場合、メールまたは電話で連絡を行

うので、管理者や放課後児童支援員等が連絡をとれる体制整備を行うこと。 

学童保育クラブ開所時間中に重大事故や事件等が発生した場合は、警察等への通報及び

保護者へ連絡するとともに市へ報告すること。 
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１６ 委託契約の解除 

次のいずれかに該当する場合は、その委託を取り消し、または期間を定めて業務の全部

または一部の停止を命ずることがある。 

（１）市が受託者に対して求める報告及び調査並びに指示に対して、受託者が従わないとき 

（２）受託者が本業務に関する契約に違反したとき 

（３）受託者による運営を継続することが適当でないと市が認めたとき 

 

１７ 災害等に対する対策 

    非常災害に対する具体的計画をたて、訓練を定期的に行うこと。 

 

１８ 協議 

本仕様書に定めのない事項又は内容に疑義が生じた場合は市と協議の上決定するものと

する。 

 

 担当部署 

  宇部市こども未来部 保育幼稚園課 

 〒７５５－８６０１ 宇部市常盤町一丁目７番１号 

  ＴＥＬ ０８３６－３４－８３２９ 

  ＦＡＸ ０８３６－２２－６０５１ 

  Ｅ－ｍａｉｌ kodo-fuku@city.ube.yamaguchi.jp 
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 委託料等の積算根拠（令和５年度）  
 

地域学童保育利用料 
 

別表１ 基本利用料 

月 

利用児童１人

当たりの基本

利用料の額 

月 

利用児童１人

当たりの基本

利用料の額 

月 

利用児童１人

当たりの基本

利用料の額 

４月 ２,９００円 ８月 ３,７００円 12月 ２,５００円 

５月 ２,５００円 ９月 ２,５００円 １月 ２,５００円 

６月 ２,５００円 10月 ２,５００円 ２月 ２,５００円 

７月 ３,０００円 11月 ２,５００円 ３月 ２,９００円 

 

長期休業期間のみ登録の場合 

月 

利用児童１人

当たりの基本

利用料の額 

月 

利用児童１人

当たりの基本

利用料の額 

月 

利用児童１人

当たりの基本

利用料の額 

４月 １，２００円 ７月 ２，０００円 ８月 ３，２００円 

１２月 １，０００円 １月 １，０００円 ３月 １，２００円 

 

別表２ その他徴収する料金 

 利用児童１人延長利用１日当たりの延長利用料 ５０円 

 利用児童１人１事業年度当たりの共済見舞金掛金 １,６２０円 

 利用児童１人１か月当たりのおやつ購入費 必要最小限度の実費 

 

 

放課後児童支援員等賃金 
 

別表３ 放課後児童支援員等の賃金 

【月給制①】放課後児童支援員１人１月当たりの 

賃金の額 167,580円～170,980円／月額 

【月給制②】放課後児童支援員１人１月当たりの 

賃金の額 139,650円～142,450円／月額 

【時給制】放課後児童支援員１人１時間当たりの 

賃金の額 1,030円／時給 

【時給制】補助員１人１時間当たりの賃金の額  930円／時給 

  ※月給制①…1日6時間勤務かつ月21日勤務の事務兼務の放課後児童支援員。 

  ※月給制②…1日5時間勤務かつ月21日勤務の放課後児童支援員。 

  ※月給制職員については、賞与として2.6月分支給。 
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地域学童保育事業委託料 
 

別表４－１ 利用児童の人数に応じた事業の運営のための委託料（1日6時間勤務かつ月21日

勤務の事務兼務の放課後児童支援員を配置する場合） 

区     分 １事業年度当たりの額 

 利用児童が１０人以上１９人以下の実施施設 ５,２８４,０００円 

 利用児童が２０人以上３５人以下の実施施設 ５,４４９,０００円 

 利用児童が３６人以上５０人以下の実施施設 ６,９９０,０００円 

 利用児童が５１人以上７０人以下の実施施設 ７,１５５,０００円 

※土曜日及び、学校の長期休業期間の開所時間の午前８時を恒常的に短縮する場合は、利

用児童の人数に応じた事業の運営のための委託料から121,000円を減額する。 

 

別表４－２ 利用児童の人数に応じた事業の運営のための委託料（1日5時間勤務かつ月21日

勤務の放課後児童支援員を配置する場合） 

区     分 １事業年度当たりの額 

 利用児童が１０人以上１９人以下の実施施設 ４,９１９,０００円 

 利用児童が２０人以上３５人以下の実施施設 ５,０８４,０００円 

 利用児童が３６人以上５０人以下の実施施設 ６,６２５,０００円 

 利用児童が５１人以上７０人以下の実施施設 ６,７９０,０００円 

※土曜日及び、学校の長期休業期間の開所時間の午前８時を恒常的に短縮する場合は、利

用児童の人数に応じた事業の運営のための委託料から121,000円を減額する。 

 

別表４－３ 利用児童の人数に応じた事業の運営のための委託料（月給制の放課後児童支援

員を配置しない場合） 

区     分 １事業年度当たりの額 

 利用児童が１０人以上１９人以下の実施施設 ３,２４６,０００円 

 利用児童が２０人以上３５人以下の実施施設 ３,４１１,０００円 

 利用児童が３６人以上５０人以下の実施施設 ４,９５２,０００円 
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 利用児童が５１人以上７０人以下の実施施設 ５,１１７,０００円 

※土曜日及び、学校の長期休業期間の開所時間の午前８時を恒常的に短縮する場合は、利

用児童の人数に応じた事業の運営のための委託料から121,000円を減額する。 

 

 

別表５ 共済賠償責任賠償金掛金 

 利用児童１人１事業年度当たりの額 ２００円 

 

 

別表６ 障害児の受入に係る人数に応じた事業の運営のための委託料 

区     分 １事業年度当たりの額 

 障害児を１～２名受け入れ、かつ、障害児受入のために

必要な専門的知識等を有する放課後児童支援員等を１人加

配する施設 

１,９５６,０００円 

 障害児の受入が３～５人あり、かつ、障害児受入のため

に必要な専門的知識等を有する放課後児童支援員等を２人

加配する施設 

３,９１２,０００円 

 障害児の受入が６人以上あり、かつ、障害児受入のため

に必要な専門的知識等を有する放課後児童支援員等を３人

加配する施設 

５,８６８,０００円 

 

 

 

別表７ 開所時間の恒常的な延長に係る事業の運営のための委託料 

区     分 １事業年度当たりの額 

 午後６時以降に３０分以上の延長を実施する施設 ４９７,０００円 

 午後６時以降に１時間以上の延長を実施する施設 ９９４,０００円 

 午後６時以降に１時間３０分以上の延長を実施する施

設 
１,４９２,０００円 

長期休業期間中及び土曜日に午前７時３０分から実施

する施設 
１５４,０００円 

長期休業期間中及び土曜日に午前７時００分から実施

する施設 
３０８,０００円 
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別表８ 事務費 

基礎分 

 １実施機関１事業年度当たりの額 ４２０,０００円 

※但し、１実施機関が複数校区での事業を受託した場合は、２校区目から420,000円

に１校区につき210,000円を加算して得た額とする。 

 

規模加算 

区     分 １事業年度当たりの額 

 利用児童が１０人以上１９人以下の実施施設 ２７５,０００円 

 利用児童が２０人以上３５人以下の実施施設 ２７５,０００円 

 利用児童が３６人以上５０人以下の実施施設 ４１３,０００円 

 利用児童が５１人以上７０人以下の実施施設 ４１３,０００円 

※但し、規模加算については、本事業の事務担当者を雇用した場合にのみ、支払いの

対象とする。また、年度の途中で事務担当者を雇用した場合は、月額単位で支払う

ものとし、その月額は、各金額を12で割り100円未満を切り捨てた額とする。 

※但し、別表４－１に示す放課後児童支援員を配置する場合は、支払の対象としな

い。 

 

別表９ 送迎支援に係る委託料 

 １実施機関１事業年度当たりの額 ５０７,０００円 

※但し、送迎を行うための車両にかかる経費については、燃料費のみ対象とする。 

 

 

別表１０ 放課後児童支援員キャリアアップ処遇改善に係る委託料 

対象の放課後児童支援員の区分 １放課後児童支援員１事業年度当たりの額 

 放課後児童支援員 

１２８,０００円 

月給制等職員…月額手当10,000円上限及び

必要となる経費 

時給制職員…時給に100円加算（月額手当

10,000円上限）及び必要となる経費 

 経験年数が概ね５年以上の放課後児

童支援員で、昨年度、若しくは一昨年

度に、市の指定する研修等を受講した

もの 

２５６,０００円 

月給制等職員…月額手当20,000円上限及び

必要となる経費 

時給制職員…時給に200円加算（月額手当

20,000円上限）及び必要となる経費 
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※対象者の平成28年度の賃金に対し改善が行われており、その額が基本給（月給等や決まって毎

月支払われる手当）により支払われていること。 

※経営に携わる法人の役員である職員については対象外とする。 

※本事業の対象は、原則、放課後児童支援員とするが、放課後児童支援員以外の職員についても、

経験年数や研修実績等に応じた段階的な賃金改善の仕組みを設けることを目指す又は設けてい

る場合は、上に定める放課後児童支援員１人あたりの額に対象人数を乗じて算出した合計額の

範囲内で対象とすることができる。 

 

 

別表１１ 放課後児童支援員等処遇改善事業（月額9,000円相当賃金改善）に係る委託料 

 

支援の単位ごとに算出された額の合計額 基準単価（月額１１，０００円）×賃金改善対象

者数（※１）×事業実施月数 

※１ 「賃金改善対象者数」とは、賃金改善を行う常勤職員数に、１ヶ月当たりの勤務時間数を

就業規則等で定めた常勤の１ヶ月当たりの勤務時間数で除した非常勤職員数（常勤換算）

を加えたものをいう。令和４年１０月１日以降において、賃金改善が行われている又は賃

金改善を行う見込みの職員数により算出すること。 

    ただし、新規採用等により、賃金改善対象者数の増加が見込まれる場合には、適宜賃金

対象者数に反映し、算出すること。 

    なお、基準単価には、当該賃金改善に伴い増加する法定福利費等の事業主負担を含んで

いる。 

 

 

別表１２ 処遇改善（市独自加算分）に係る委託料 

※ 月給制放課後児童支援員について支払いの対象とする。 

 

 

 

 

 

 

年数・級 委託料（加算額/月額） 年数・級 委託料（加算額/月額） 

１ 0円（0円/月） ９ 108,000円（9,000円/月） 

２ 36,000円（3,000円/月） １０ 108,000円（9,000円/月） 

３ 36,000円（3,000円/月） １１ 108,000円（9,000円/月） 

４ 72,000円（6,000円/月） １２ 144,000円（12,000円/月） 

５ 72,000円（6,000円/月） １３ 144,000円（12,000円/月） 

６ 72,000円（6,000円/月） １４ 144,000円（12,000円/月） 

７ 72,000円（6,000円/月） １５ 144,000円（12,000円/月） 

８ 108,000円（9,000円/月） １６ 180,000円（15,000円/月） 
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≪新たに処遇改善を適用する場合≫ 

※ 前年度から継続して勤務する放課後児童支援員の等級は、勤続年数と前年度の働き方から下記

のとおり決定する。 

 

勤続年数 

前年度の働き方 

一定の所得の範囲内で調整し

て勤務をしている場合 

所得制限なく常勤並（週５日程

度）の勤務をしている場合 

～１年未満 １級 １級 

～２年未満 １級 ２級 

～３年未満 １級 ３級 

～４年未満 １級 ４級 

～５年未満 １級 ５級 

～１０年未満 １級 ６級 

１０年以上 ６級 ８級 

※次年度以降は、１級ずつ昇給する。 

 

≪前年度、処遇改善を適用している場合≫ 

 前年度の等級から１級昇給する。 

 

 

別表１３ 職員配置に係る委託料 

 月給制放課後児童支援員を２人以上配置するクラブ 

 ２人目以降１人につき 
１,６７３,０００円 

※但し、利用児童の数に応じて下記を限度とする。 

 利用児童が１０人以上３５人以下の実施施設 

（職員配置基準２人） 
１,６７３,０００円 

利用児童が３６人以上の実施施設 

（職員配置基準３人） 
３,３４６,０００円 

※障害児受入のために放課後児童支援員等を加配しているクラブにおいて、加配放課後児童支

援員が月給制放課後児童支援員の場合には、上記限度額に下記を加算した額を限度とする。 

 当該加配放課後児童支援員１人につき １,６７３,０００円 

 

 

別表１４ 委託料減額分（利用料収入分） 

区     分 １事業年度当たりの額 

 利用児童が１０人以上１９人以下の実施施設 △３２５,０００円 

 利用児童が２０人以上３５人以下の実施施設 △６５０,０００円 
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 利用児童が３６人以上５０人以下の実施施設 △１,１７０,０００円 

 利用児童が５１人以上７０人以下の実施施設 △１,６５７,５００円 

 

 

別表１５ 

別表３の月給制②に満たない月給制を導入

している施設は、月給制放課後児童支援員

１人当たりの委託料の額 

△３７０，０００円 

 

 

別表１６ 徴収しない基本利用料相当額に係る委託料 

利用児童１人１か月当たりの徴収しない基本

利用料相当額に係る委託料の額 

２，５００円 

※ 月の途中に入所し、又は退所し

た利用児童に係る基本利用料相当

額は、基本利用料日割算定額とす

る。 

 

 

別表１７ 徴収しない共済見舞金掛金相当額に係る委託料 

利用児童１人１事業年度当たりの徴収しない

共済見舞金掛金相当額に係る委託料の額 
１，６２０円 
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厚南学童保育クラブの概況 
 
（１）開所時間 

通常 
月曜日から金曜日 下 校 時から午後６時３０分まで（延長３０分） 

土曜日 午前８時から午後６時３０分まで（延長３０分） 

長期休業 月曜日から土曜日 午前８時から午後６時３０分まで（延長３０分） 
 
（２）利用登録児童数（令和５年４月１日時点） 

クラブ名 
登録児童数 

（通常時） 

登録児童数 

（長期休業のみ） 

障害児童数 

（うち人数） 

令和 5 年 4 月の 

平均利用児童数 

厚南１ ５７人 １１人 ０人 ３２人 

厚南２ ５２人 １３人 ０人 ３０人 

厚南３ ４８人 １１人 ６人 ２８人 

合 計 １５７人 ３５人 ６人 ９０人 
 
（３）放課後児童支援員等の配置（令和５年４月１日時点） 

クラブ名 放課後児童支援員人数 補助員人数 合計 

厚南１ ４人 ０人 ４人 

厚南２ ４人 ０人 ４人 

厚南３ ４人 １人 ５人 

合 計 １２人 １人 １３人 

     ※月給制職員は厚南２、厚南３に各１人配置 
      
（４） 利用料・延長保育料及び共済見舞金掛金 

別表１及び別表２のとおり 
 
（５） おやつ購入費 

月額 ２，０００円 
 
（６） 事業収入の内訳（児童数は、令和５年４月１日時点） 

 

  費目 金額 積算の内訳 

委託

料 

委託料 

（仕様書別表 4-1・2・3） 
18,697,000 厚南 1：別表 4-2、厚南 2：別表 4-2、厚南 3：別表 4-3 

児童共済賠償掛金（別表 5） 38,400 年 200 円×192 人 

障害児受入加算（別表 6） 1,956,000 障害児 2 名まで加配職員 1 名 

開所時間延⾧加算（別表 7） 994,000 午後 6 時 30 分まで開所 497,000 円×2 支援 

事務費（別表 8） 420,000 1 実施機関の事務費基礎分（固定額） 

規模加算（別表 8） 1,239,000 事務担当者を雇用した場合 413,000 円×3 支援 

放課後児童支援員処遇改善 

委託料（別表 10） 
1,536,000 各支援 4 名ずつ 128,000 円×12 名分 

委託料減算分（利用料収入） ▲ 4,972,500 1,657,500 円×3 支援 

利用

者負

担金 

利用料 5,438,500 (年)32,500 円×157 人＋(⾧期)9,600 円×35 人 

児童共済掛金（1 人 1,620 円） 311,040 年 1,620 円×192 人 

合計 25,657,440   
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西宇部学童保育クラブの概況 
 
（１）開所時間 

通常 
月曜日から金曜日 下 校 時から午後６時３０分まで（延長３０分） 

土曜日 午前８時から午後６時３０分まで（延長３０分） 

長期休業 月曜日から土曜日 午前８時から午後６時３０分まで（延長３０分） 
 
（２）利用登録児童数（令和５年４月１日時点） 

クラブ名 
登録児童数 

（通常時） 

登録児童数 

（長期休業のみ） 

障害児童数 

（うち人数） 

令和 5 年 4 月の 

平均利用児童数 

西宇部１ ２３人   ９人 ０人 １７人 

西宇部２ ４４人  ２人 ４人 ３０人 

合 計 ６７人  １１人 ４人 ４７人 
 
（３）放課後児童支援員等の配置（令和５年４月１日時点） 

クラブ名 放課後児童支援員人数 補助員人数 合計 

西宇部１ ３人 ０人  ３人 

西宇部２ ７人 ０人  ７人 

合 計  １０人 ０人  １０人 

※月給制職員は西宇部２に１人配置 
 
 
（４） 利用料・延長保育料及び共済見舞金掛金 

別表１及び別表２のとおり 
 
（５） おやつ購入費 

月額 ２，０００円 
 
（６）事業収入の内訳（児童数は、令和５年４年１日時点） 

   

  費目 金額 積算の内訳 

委託

料 

委託料（仕様書別表 4-1・2・3） 10,036,000 西宇部 1：別表 4-3、西宇部 2：別表 4-2 

児童共済賠償掛金（別表 5） 15,600 年 200 円×78 人 

障害児受入加算（別表 6） 1,956,000 障害児 2 名まで加配職員 1 名 

開所時間延⾧加算（別表 7） 497,000 午後 6 時 30 分まで開所 497,000 円×1 支援 

事務費（別表 8） 420,000 1 実施機関の事務費基礎分（固定額） 

規模加算（別表 8） 688,000 事務担当者を雇用した場合 275,000 円＋413,000 円 

放課後児童支援員処遇改善 

委託料（別表 10） 
1,280,000 128,000 円×10 名分 

委託料減算分（利用料収入） 
▲ 

1,820,000 
650,000 円＋1,170,000 円 

利用

者負

担金 

利用料 2,283,100 (年)32,500 円×67 人＋(⾧期)9,600 円×11 人 

児童共済掛金（1 人 1,620 円） 126,360 年 1,620 円×78 人 

合計 15,482,060   
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鵜の島学童保育クラブの概況 
 
（１）開所時間 

通常 
月曜日から金曜日 下 校 時から午後６時３０分まで（延長３０分） 

土曜日 午前８時から午後６時３０分まで（延長３０分） 

長期休業 月曜日から土曜日 午前８時から午後６時３０分まで（延長３０分） 
 
（２）利用登録児童数（令和５年４月１日時点） 

クラブ名 
登録児童数 

（通常時） 

登録児童数 

（長期休業のみ） 

障害児童数 

（うち人数） 

令和 5年 4月の 

平均利用児童数 

鵜の島１ ２６人 １人 ３人 １７人 

合 計 ２６人 １人 ３人 １７人 
 
（３）放課後児童支援員等の配置（令和５年４月１日時点） 

クラブ名 放課後児童支援員人数 補助員人数 合計 

鵜の島１ ５人 ０人 ５人 

合 計 ５人 ０人 ５人 

※月給制職員は鵜の島１に１人配置 

 

（４） 利用料・延長保育料及び共済見舞金掛金 

別表１及び別表２のとおり 
 
（５） おやつ購入費 

月額 ２，０００円 
 
（６） 事業収入の内訳（児童数は、令和５年４月１日時点） 

 

  費目 金額 積算の内訳 

委託

料 

委託料（仕様書別表 4-1・2・3） 5,084,000 鵜の島 1：別表 4-2 

児童共済賠償掛金（別表 5） 5,400 年 200 円×27 人 

障害児受入加算（別表 6） 1,956,000 障害児 2 名まで加配職員 1 名 

開所時間延⾧加算（別表 7） 497,000 午後 6 時 30 分まで開所 497,000 円×1 支援 

事務費（別表 8） 420,000 1 実施機関の事務費基礎分（固定額） 

規模加算（別表 8） 275,000 事務担当者を雇用した場合 275,000 円×1 支援 

放課後児童支援員処遇改善 

委託料（別表 10） 
640,000 128,000 円×5 名分 

委託料減算分（利用料収入） ▲ 650,000 650,000 円×1 支援 

利用

者負

担金 

利用料 854,600 (年)32,500 円×26 人＋(⾧期)9,600 円×1 人 

児童共済掛金（1 人 1,620 円） 43,740 年 1,620 円×27 人 

合計 9,125,740   

 
 
 
 

 


